
公益社団法人 日本設計工学会東北支部規則 

 

（名 称） 

第１条 当支部は公益社団法人日本設計工学会東北支部（以下「支部」という）と称する． 

（支部会員） 

第２条 東北地区（青森県，岩手県，秋田県，宮城県，山形県および福島県）に在住する公益社団法人

日本設計工学会正会員，学生員および支部賛助会員をもって支部会員とする． 

第３条 公益社団法人日本設計工学会の目的に賛同し，積極的に支部の運営に協力できる団体で，支部 

    ならびに理事会が承認したものを支部賛助会員といい，その団体構成員のうち１名を正会員と 

    して登録するものとする． 

（所在地） 

第４条 支部は事務局を仙台市内に置く． 

（支部役員） 

第５条 支部に以下の役員をおく． 

    （１）支部長  １名 

    （２）副支部長 １名 

    （３）支部幹事 原則として１０名以内 

    （４）商議員  原則として２０名以内 

    （５）支部監事 ２名 

    尚，上記の他に必要に応じて支部相談役を若干名おくことができる． 

第６条 商議員は支部会員の中から互選により選出し，支部長は商議員会で互選により選出する．互選 

    後，支部長は会長が委嘱する．副支部長ならびに支部幹事は支部会員の中から支部長が指名し 

    て委嘱し，支部監事ならびに支部相談役は支部会員の中から支部長が指名して委嘱する． 

第７条 支部長は，支部を代表し，支部の会務を総括する． 

第８条 副支部長は，支部長を補佐し，支部長に支障が生じたときは，その職務を代行する． 

第９条 支部幹事は支部幹事会を組織し，支部長を補佐して支部の会務を処理する． 

第１０条 商議員は商議員会を組織し，支部の会務を商議する． 

第１１条 支部監事は支部の業務執行状況ならびに会計を監査し，その結果を支部総会に報告しなけれ 

     ばならない． 

第１２条 支部相談役は支部長の諮問に応じ，商議員会あるいは支部幹事会に出席して意見を述べるこ 

     とができる． 

第１３条 支部役員の任期は２年とする．ただし，再任を妨げない． 

（事業年度） 

第１４条 支部の事業年度は毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終了する． 

（組織・運営） 

第１５条 支部の会議は，支部総会，商議員会，支部幹事会とする． 

第１６条 通常支部総会は原則として年１回支部長が招集する．その他必要に応じて支部長は臨時支部 

     総会を招集することができる． 



第１７条 通常支部総会および臨時支部総会は，支部会員のうちの正会員の数過半数の出席もしくは委 

     任状の提出をもって成立する． 

第１８条 通常支部総会は，支部の事業計画，収支予算ならびに事業報告，決算報告を行うとともに，    

     その他支部の重要な事項の決定を行う． 

第１９条 通常支部総会および臨時支部総会における議決は出席者の過半数の賛成を必要とする. 

 

第２０条 商議員会ならびに支部幹事会は必要に応じて支部長が招集する． 

第２１条 支部長は，通常支部総会，臨時支部総会および商議員会における報告事項，決定事項を会長 

     に報告しなければならない． 

第２２条 支部長は，必要に応じて委員会を設け，委員を委嘱することができる． 

（事業資金） 

第２３条 支部経費は以下の資金をもって充てる． 

    （１）本部からの交付金 

    （２）支部賛助会員賛助費 

    （３）支部事業収入 

    （４）支部への寄付金 

    （５）その他商議員会，理事会が承認した収入 

第２４条 支部賛助会員は，正会員費および支部賛助会員賛助費の合計額（原則として年額１口２万円， 

     １口以上）を支部に納入し，支部は前記合計額の内，正会員費を本部に納入する．  

（規則の改訂） 

第２５条 支部規則を変更する場合は，支部総会においてその出席者の過半数の同意を得たのち，理事 

     会の承認を得なければならない． 

以上 

 

付 則 

本規則は平成 28 年 5 月 9日に制定，即日施行する． 


